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   公布された規則のあらまし    

 

◇鳥取県税条例施行規則の一部改正について 

１ 規則の改正理由 

(１) 地方税法の一部が改正され、法人事業税に関する経過措置が定められたこと及び県民税配当割の課税対

象が追加されたことに伴い、所要の改正を行う。 

(２) その他所要の改正を行う。 

２ 規則の概要 

(１) 法人事業税の更正決定通知書の様式に、法人事業税に関する経過措置により控除する金額の記入欄を追

加する。 

(２) 県民税配当割の更正決定通知書の様式に、追加された課税対象の金額の記入欄を追加する。 

(３) 現金領収証書の様式に領収済報告書（金融機関用）を新たに設け、４枚複写とする。 

(４) 口座振替の方法により自動車税を納付する納税者が交付を希望する場合に限り、納税証明書を交付する

こととする。 

(５) その他所要の規定の整備を行う。 

(６) 施行期日は、公布日とする(１)及び(２)に関する事項を除き、平成29年４月１日とする。 
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規 則 

鳥取県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成28年11月１日 

鳥取県知事 平  井  伸  治  

鳥取県規則第52号 

鳥取県税条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 鳥取県税条例施行規則（昭和35年鳥取県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（口座振替の方法による個人の事業税等の納付） 

第14条の２ 個人の行う事業に対する事業税又は自動

車税を施行令第155条の規定による口座振替の方法

（第50条において「口座振替の方法」という。）に

よって納付しようとする者は、第11号様式の４によ

る県税納付書送付依頼書兼県税口座振替依頼書・自

動払込受付通知書を課税地を管轄する所長又は指定

金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融

機関（以下「指定金融機関等」という。）に提出し

なければならない。 

２ 略 

（口座振替の方法による個人の事業税等の納付） 

第14条の２ 個人の行う事業に対する事業税又は自動

車税を施行令第155条の規定による口座振替の方法

（第50条において「口座振替の方法」という。）に

よって納付しようとする者は、第11号様式の４によ

る県税納付書送付依頼書兼県税口座振替依頼書を課

税地を管轄する所長又は指定金融機関、指定代理金

融機関若しくは収納代理金融機関（以下「指定金融

機関等」という。）に提出しなければならない。 

２ 略 

（証明書の交付） 

第50条 略 

２・３ 略 

４ 前３項に定めるもののほか、所長は、口座振替の 

方法により自動車税を納付する納税者が当該年度分

の自動車税の納期限において現に滞納がない場合に

おいて、当該納税者が希望するときに限り、呈示書

面として、有効期限を当該年度の翌年度の６月20日

とする第64号様式の２による証明書（当該納税者が

第14条の２第２項の規定により磁気テープ等が送付

され、又は納付書の記載事項を記録した電磁的記録

がその使用に係る電子計算機に送信されている指定

金融機関等に自動車税を納付する場合にあっては、

第64号様式の３による証明書）を交付するものとす

る。 

様式目次 

(１) 略 

 (２) 賦課徴収関係 

第２号様式～第11号様式の３ 略 

第11号様式の４ 県税納付書送付依頼書兼県税口座振

（証明書の交付） 

第50条 略 

２・３ 略 

４ 前３項に定めるもののほか、所長は、口座振替の 

方法により自動車税を納付する納税者が当該年度分

の自動車税の納期限において現に滞納がないときに

限り、呈示書面として、有効期限を当該年度の翌年

度の６月20日とする第64号様式の２による証明書（当

該納税者が第14条の２第２項の規定により磁気テー

プ等が送付され、又は納付書の記載事項を記録した

電磁的記録がその使用に係る電子計算機に送信され

ている指定金融機関等に自動車税を納付する場合に

あっては、第64号様式の３による証明書）を交付す

るものとする。 

様式目次 

(１) 略 

 (２) 賦課徴収関係 

第２号様式～第11号様式の３ 略 

第11号様式の４ 県税納付書送付依頼書兼県税口座振
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替依頼書・自動払込受付通知書 

第12号様式～第27号様式から第45号様式まで 略 

(３)～(13) 略 

替依頼書 

第12号様式～第27号様式から第45号様式まで 略 

(３)～(13) 略 

第２条 鳥取県税条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  第11号様式の４、第19号様式、第53号様式の３の（表面）及び第53号様式の７を次のように改める。 
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第11号様式の４（第14条の２関係）

様

□
記

（ゆうちょ銀行を御指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。）

　領収済証明書の送付を希望します。

（表面）

鳥取県　　部県税事務所長　様

　　　　　年　　　月　　　日

<確認印・取扱店日附印>

 １　自動車税
 ２　個人事業税

県税納付書送付依頼書兼県税口座振替依頼書・自動払込受付通知書

金融機関経由印

個

人

事

業

税
…

事

業

主

自

動

車

税
…

自

動

車

の

名

義

人

住 所

（ 所 在 地 ）

〒　　　－　　　　 電　話　番　号

（届出印）

㊞口 座 名 義 人

代 表 者 名

( 法 人 の 場 合 の み

記入してください。）

（役職名）

（ フ リ ガ ナ ）

㊞

取　扱　税　目

氏 名

（ 名 称 ）

通帳番号（右詰めで記入）

  銀行・金庫、農協・

  漁協を指定の場合

 （ゆうちょ銀行を除く。）

口座番号（右詰めで記入） 預　金　の　種　類

ゆ う ち ょ 銀 行

を 指 定 の 場 合

通　帳　記　号

166 1
※

金融機関コード

契約種別コード　３５

種目コード
（6桁目がある場合は※欄にご記入ください。）

１普通　　　２当座　　　３納税準備

払込先口座番号　　　01480-0-960080 払込先加入者名　鳥取県

0

また、自動車税及び個人事業税の口座振替納付のため県が発行する
領収済証明書の送付を省略することに同意します。

（ただし、同意しない（領収済証明書の送付を希望する）場合は、
次の欄にチェックを入れてください。）

口 座 名 義 人

住 所

（ フ リ ガ ナ ）

銀行・金庫

農協・漁協

本店・支店

本所・支所・出張所

県税の納付に当たり、次のとおり依頼します。
１　県税事務所が発付する下記に関する納付書は、取扱金融機関に送付して
　ください。
２　取扱金融機関に納付書が送付されたときは、裏面約定に基づき、下記の
　指定預金口座等から県の歳入金に振り替えてください。
３　納期の最終日を振替日としてください。

　（　　　　）
　　　　　　－
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約定（ゆうちょ銀行を除く）

　貴店が県税事務所から納付書の送付を受けたときは、振替日に納付書に記載の金額を指定預金
口座から払い出して、県の歳入金に振り替えてください。
　この指定預金口座の払出しに当たっては、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳
及び預金払戻請求書の提出又は小切手の振り出しはしないこととします。
　指定預金口座の残高が振替日において納付すべき金額に満たないときは、納付書を県税事務所
に返却してください。

（裏面）
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第19号様式（第21条、第22条関係）

（第１片）

No.　　　　　　　　 現　金　領　収　証　書　原　符

所属

所属

所属

所属

（第２片）

No.　　　　　　　　 領　収　済　報　告　書　（県税事務所用）

所属

所属

所属

所属

　上記金額を領収しました。

　　平成　　年　　月　　日

　　　鳥取県　部県税事務所出納員

　　　　　　　　　所属分任出納員

納付（納入）者

住所・所在地

納付（納入）者

氏 名・名 称

帳票ID 課税年度 自　動　車　登　録　番　号

1 4

地方法人特別税・不動産取得税

備　　　考

課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号

総　計　金　額

円

税　　　額

納付（納入）者

住所・所在地

税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

 鳥

鳥取

 法人県民税・法人事業税・個人事業税

地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

合　　　　　　計重　　加　　算　　金

調定事由

過 少・不 申 告 加 算 金延　　滞　　金

納付（納入）者

氏 名・名 称

1 4

様  

帳票ID

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

税目コード 課税区分期　　　別 納　　税　　番　　号課税年度

1 4

帳票ID 課税年度

1

税目コード 期　　　別

納　　税　　番　　号

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金

帳票ID 課税年度 調定事由税目コード 期　　　別 課税区分

地方法人特別税・不動産取得税

税　　　目

4

帳票ID 課税年度 課税区分税目コード

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金

4
 法人県民税・法人事業税・個人事業税

地方法人特別税・不動産取得税

重　　加　　算　　金

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

合　　　　　　計

 鳥

鳥取

税　　　額 延　　滞　　金

1

税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
 鳥

鳥取

重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

自　動　車　登　録　番　号

 鳥

鳥取
自動車税・（　　　　　　　　　　税）

 法人県民税・法人事業税・個人事業税

調定事由期　　　別 納　　税　　番　　号

合　　　　　　計過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金

総　計　金　額

円様  

税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

1 4
 法人県民税・法人事業税・個人事業税

 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

1 4
 法人県民税・法人事業税・個人事業税

 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

1 4
 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

備　　　考 　上記金額を領収しました。

　　平成　　年　　月　　日

　　　鳥取県　部県税事務所出納員

　　　　　　　　　所属分任出納員

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
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（第３片）

No.　　　　　　　　 領　収　済　報　告　書　（金融機関用）

所属

所属

所属

所属

（第４片）

No.　　　　　　　　 現　金　領　収　証　書　（県　税）

所属

所属

所属

所属

 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

備　　　考 　上記金額を領収しました。

　　平成　　年　　月　　日

　　　鳥取県　部県税事務所出納員

　　　　　　　　　所属分任出納員

 法人県民税・法人事業税・個人事業税

1 4

 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

 法人県民税・法人事業税・個人事業税

1 4

 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

 法人県民税・法人事業税・個人事業税

1 4

 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

 法人県民税・法人事業税・個人事業税

1 4

納付（納入）者

住所・所在地

総　計　金　額

円
納付（納入）者

氏 名・名 称
様  

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

自　動　車　登　録　番　号

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

自　動　車　登　録　番　号

自　動　車　登　録　番　号

税　　　目

 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

合　　　　　　計

重　　加　　算　　金過 少・不 申 告 加 算 金

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

 法人県民税・法人事業税・個人事業税

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

納付（納入）者

住所・所在地

総　計　金　額

円
納付（納入）者

氏 名・名 称
様  

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号

1 4

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金

1 4

税　　　目

 法人県民税・法人事業税・個人事業税

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金

課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別

調定事由

税　　　額 延　　滞　　金

課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分

1 4

合　　　　　　計

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金

1 4

納　　税　　番　　号帳票ID

　上記金額を領収しました。

　　平成　　年　　月　　日

　　　鳥取県　部県税事務所出納員

　　　　　　　　　所属分任出納員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

備　　　考

合　　　　　　計

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
 鳥

鳥取
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

注
意

こ
の
領
収
証
書
は
五
年
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。
総
計
金
額
を
訂
正
し
た
も
の
は
無
効
で
す
。
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附 則 

 この規則は、平成29年４月１日から施行する。ただし、第53号様式の３及び第53号様式の７の改正規定は、公

布の日から施行する。 




